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計
補
正
予
算
（
第
９
次
）

　
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
追

加
計
上
に
伴
い
、
所
要
の
財
源

更
正
を
行
う
も
の
で
す
。

●
令
和
５
年
度
中
野
区
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
次
）

　
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
６

億
２
２
７
６
万
８
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
１
９
６
２
億
５
２
７
６

万
８
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
決
議
（
１
件
）

　
２
議
員
に
対
す
る
表
彰
方
に

関
す
る
決
議

●
意
見
書
（
３
件
）

（
内
容
は
次
項
に
掲
載
）

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
後
遺
症
の
方
々
の
日
常

を
守
る
取
り
組
み
の
強
化
を

求
め
る
意
見
書

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
罹り

か
ん
し
ゃ

患
者
の
中
で
、
後
遺
症

を
訴
え
る
方
が
増
え
て
い
る
。

実
際
に
、
倦け

ん
た
い
か
ん

怠
感
、
呼
吸
困
難

感
な
ど
、
仕
事
や
学
業
の
継
続

が
困
難
に
な
る
方
も
多
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　
後
遺
症
は
社
会
生
活
上
、
非

常
に
影
響
が
大
き
く
、
例
え
ば
、

子
ど
も
の
場
合
は
自
分
か
ら
症

状
を
訴
え
る
こ
と
が
難
し
い
た

め
、
怠
け
て
い
る
と
捉と

ら
え
ら
れ

て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
へ
の
向
き
合
い
方
も
変
わ
る

中
で
、
後
遺
症
に
悩
み
生
活
に

　
　
　
　
　
（
次
頁
へ
続
く
）

区
長
提
出
議
案

区
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

●
令
和
５
年
度
中
野
区
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算

（
予
算
額
は
１
面
に
掲
載
）

●
中
野
区
に
お
け
る
平
和
行
政

の
基
本
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
平
和
基
金
の
額
に
つ
い
て
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
事
務
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
改
正
等
に
伴
い
、
低
炭
素

建
築
物
新
築
等
計
画
及
び
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上

計
画
の
認
定
の
申
請
等
に
係
る

事
務
手
数
料
に
つ
い
て
、
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
区
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の

額
を
改
め
る
と
と
も
に
、
令
和

５
年
３
月
に
支
給
す
る
期
末
手

当
に
つ
い
て
特
例
措
置
を
定
め

る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
長
等
の
給
料
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
区
長
等
の
期
末
手
当
の
額
を

改
め
る
と
と
も
に
、
令
和
５
年

３
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に

つ
い
て
特
例
措
置
を
定
め
る
も

の
で
す
。

●
中
野
区
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
施
行
条
例

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
開
示
決

い
て
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

●
中
野
区
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

の
改
正
に
伴
い
、
自
動
車
を
運

行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
等

に
つ
い
て
規
定
を
整
備
す
る
と

と
も
に
、
保
育
所
等
と
の
連
携

の
特
例
に
つ
い
て
規
定
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
」
の
改
正
に
伴
い
、
自
動

車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の

確
認
等
に
つ
い
て
規
定
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
歩
行
者
専
用
道
第
２
号

線
整
備
工
事
委
託
契
約

　
委
託
契
約
を
締
結
す
る
に
当

た
り
、
議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職

員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

の
改
正
に
伴
い
、
他
の
学
校
又

は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼

ね
る
と
き
の
職
員
の
基
準
等
に

つ
い
て
、
規
定
を
整
備
す
る
も

の
で
す
。

●
中
野
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ

●
令
和
４
年
度
中
野
区
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
次
）

　
歳
入
歳
出
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
、

７
億
３
４
８
０
万
５
千
円
を
減

額
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計
額

は
、
１
７
１
２
億
３
２
２
６
万

８
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
中
野
区
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算

　
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
９

億
２
３
３
１
万
９
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
３
３
４
億
８
４
８
１
万

４
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
中
野
区
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
　
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
１

４
５
６
万
２
千
円
を
追
加
計
上

し
、
既
定
予
算
と
の
合
計
額
は
、

75
億
９
９
５
６
万
２
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

●
令
和
４
年
度
中
野
区
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算

　
歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
５

億
３
６
３
４
万
１
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
２
４
５
億
７
０
３
４
万

１
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
令
和
５
年
度
中
野
区
一
般
会

計
予
算

●
令
和
５
年
度
中
野
区
用
地
特

別
会
計
予
算

●
令
和
５
年
度
中
野
区
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

●
令
和
５
年
度
中
野
区
後
期
高

営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
「
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指

定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

の
改
正
に
伴
い
、
自
動
車
を
運

行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
等

に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
吸
い
殻
、
空
き
缶
等

の
散
乱
及
び
歩
行
喫
煙
の
防

止
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
道
路
交
通
法
の
改
正
に
伴
い
、

自
転
車
等
の
定
義
に
係
る
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
営
住
宅
条
例
及
び
中

野
区
立
福
祉
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

●
中
野
区
ま
ち
づ
く
り
事
業
住

宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
申
込
資
格
に
つ
い
て
、
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
に
あ
る

方
に
つ
い
て
も
同
居
者
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の

改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
に
つ

い
て
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

●
中
野
区
児
童
福
祉
施
設
の
設

備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
「
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
の
改

正
に
伴
い
、
自
動
車
を
運
行
す

る
場
合
の
所
在
の
確
認
等
に
つ

定
等
の
期
限
等
そ
の
他
同
法
の

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
育
児
休
業
に
伴
う
臨
時
的
任

用
職
員
に
係
る
退
職
手
当
の
支

給
等
に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
組
織
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
企
画
部
、
総
務
部
及
び
区
民

部
の
分
掌
事
務
を
変
更
す
る
も

の
で
す
。

●
中
野
区
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
事
務
と
し
て
、
高
校

生
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
事
務
を
追
加
し
、
当
該
事
務

を
処
理
す
る
た
め
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情
報

を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

●
明
和
中
学
校
校
舎
新
築
工
事

等
請
負
契
約
に
係
る
契
約
金

額
の
変
更
に
つ
い
て

　
契
約
金
額
を
変
更
す
る
に
当

た
り
、
議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
役
所
新
庁
舎
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
機
器
等
用
ラ
ッ
ク
の

買
入
れ
に
つ
い
て

　
財
産
の
取
得
に
当
た
り
、
議

決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
係
る

本
人
確
認
情
報
等
の
保
護
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も

園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
、

文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
の
改

正
に
伴
い
、
虐
待
等
の
禁
止
及

び
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の

所
在
の
確
認
に
つ
い
て
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
、

保
険
料
率
等
を
改
め
る
と
と
も

に
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

等
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
国
民
健
康
保
険
高
額

療
養
費
資
金
及
び
出
産
資
金

貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
高
額
療
養
費
資
金
及
び
出
産

資
金
貸
付
基
金
を
廃
止
す
る
に

当
た
り
、
規
定
を
整
備
す
る
も

の
で
す
。

●
中
野
区
中
野
駅
南
口
地
区
に

お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
中
野
駅
南
口
地
区
地
区
計
画

の
変
更
に
伴
い
、
建
築
物
の
容

積
率
及
び
高
さ
の
制
限
に
つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
建
築
物

の
用
途
の
制
限
等
に
つ
い
て
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
令
和
４
年
度
中
野
区
一
般
会

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
個
人
情

報
の
保
護
措
置
等
に
関
し
、
同

法
の
規
定
が
全
国
共
通
の
ル
ー

ル
と
し
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
か
ら
、
本
人
確
認
情

報
等
に
つ
い
て
独
自
の
保
護
措

置
等
を
定
め
る
本
条
例
に
つ
い

て
、
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
障
害
者
福
祉
会
館
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、

関
係
条
例
に
つ
い
て
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
障
害
者
福
祉
作
業
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
弥
生
福
祉
作
業
施
設
及
び
大

和
福
祉
作
業
施
設
を
廃
止
す
る

に
当
た
り
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
知
的
障
害
者
生
活
寮

条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　
知
的
障
害
者
生
活
寮
を
廃
止

す
る
に
当
た
り
、
廃
止
す
る
も

の
で
す
。

●
中
野
区
指
定
障
害
児
通
所
支

援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
「
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指

定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

の
改
正
に
伴
い
、
自
動
車
を
運

行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
等

に
つ
い
て
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
指
定
障
害
児
入
所
施

設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運


